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平成18年4月1日から
村有施設の使用料が変わります

●相良村総合体育館
（アリーナ）

区　　　　分 使　用　基　礎　額 備　考
⑴ アリーナで照明を使用する場合には、左記使用料に
バドミントンコートを基準として１面１時間当たり
１００円加算する。
⑵ 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収
しない場合は、左記金額の 10 割増しをした額。
⑶ 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴
収する場合は、左記金額に最高入場料（税込み）の
１００倍加算した額。

バドミントン１面
ビーチボールバレー１面

１時間当たり ２００円

バレーボール１面 １時間当たり ６００円

バスケットボール１面 １時間当たり １，２００円

全面 １時間当たり １，８００円

（トレーニング室・ジョギングコース）

区　　分 使　用　基　礎　額 備　考
⑴ 使用時間が２時間に満たない場合で
も２時間とみなす。トレーニング室

（中学生以上）

個人使用券 一人２時間当たり ３００円

回　数　券 11 枚綴り１冊につき ３，０００円

ジョギングコース
一人２時間当たり １００円

他施設併用の場合 無料

（ミーティング室・研修室・会議室）

区　　分 使　用　基　礎　額 備　考
⑴ 営利を目的として使用する場合
で、入場料等を徴収しない場合は、
左記金額の 10 割増しをした額。
⑵ 営利を目的として使用する場合
で、入場料等を徴収する場合は、
左記金額に最高入場料（税込み）
の１００倍加算した額。

ミーティング室 １時間当たり
入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

１階研修室（武道場）
第２・第３・第４

１時間当たり
入場料等徴収なし ５００円

入場料等徴収あり １，０００円

３階会議室
第５・第６・第７

１時間当たり
入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

【施設使用料について】

相良村行政改革推進委員会からの答申を受け、施設利用者負担の原則を柱に協議検討を行い、この度、条
例及び規則、管理内容について大幅な見直しを行いました。これにより、使用料の値上げ及びこれまで無
料であった団体等であっても使用料の負担をしていただくことになります。皆様のご理解ご協力をお願い
します。

１．相良村総合体育館 ６．相良村運動公園
２．上四浦集落センター ７．相良村立学校施設
３．ふるさと館 ８．相良村構造改善センター
４．相良村生涯学習センター ９．相良村畜産研修センター
５．相良村弓道場 10．相良村林業総合センター

使用料が改定される施設は

以上10施設です。

また、使用申請の窓口も変更となります。
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●相良村上四浦集落センター
区　　分 使　用　基　礎　額 備　考

⑴ 多目的ホールで照明を使用す
る場合には、左記使用料に１
時間当たり 200 円加算する。
⑵ 営利を目的として使用する場
合で、入場料等を徴収しない
場合は、左記金額の 10 割増し
をした額。
⑶ 営利を目的として使用する場
合で、入場料等を徴収する場
合は、左記金額に最高入場料
（税込み）の 100倍加算した額。

和室 １時間当たり
入場料等徴収なし ５００円

入場料等徴収あり １，０００円

調理実習室 １時間当たり
入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

多目的ホール

片面（バドミントン等）
１時間当たり

入場料等徴収なし ２００円

入場料等徴収あり ４００円

全面（バレーボール等）
１時間当たり

入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

●ふるさと館
区　　分 使　用　基　礎　額 備　考

⑴ 営利を目的として使用する場合で、入場料
等を徴収しない場合は、左記金額の 10 割
増しをした額。
⑵ 営利を目的として使用する場合で、入場料
等を徴収する場合は、左記金額に最高入場
料（税込み）の 100 倍加算した額。

多目的ホール １時間当たり
入場料等徴収なし ５００円

入場料等徴収あり １，０００円

展示室 １時間当たり
入場料等徴収なし ５００円

入場料等徴収あり １，０００円

●相良村生涯学習センター
区　　分 使　用　基　礎　額 備　考

⑴ 体育館で照明を使用する場合
には、左記使用料に１時間当
たり 200 円加算する。
⑵ 営利を目的として使用する場
合で、入場料等を徴収しない
場合は、左記金額の 10割増し
をした額。

⑶ 営利を目的として使用する場
合で、入場料等を徴収する場
合は、左記金額に最高入場料
（税込み）の 100 倍加算した額。

研修室
１室当たり

１時間当たり
入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

体育館

片面（バレーボール１面
・バドミントン１面）

１時間当たり

入場料等徴収なし ２００円

入場料等徴収あり ４００円

全面（バレーボール２面
・バドミントン２面）

１時間当たり

入場料等徴収なし ４００円

入場料等徴収あり ８００円

●相良村弓道場
区　　　　分 使　用　基　礎　額 備　考

⑴ 中学生以下による専用使用の場合は、左記金額の額の２分の１と
する。
⑵ 一部専用とは、施設の面積の２分の１以下の部分を使用する場合
をいう。

⑶使用時間が１時間に満たない場合でも、１時間とみなす。

全面使用 １時間当たり ２００円

一部専用 １時間当たり １００円

個人使用 １時間当たり ５０円
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●相良村運動公園
区　　　　分 使　用　基　礎　額

ソフトコート１面当たり １時間当たり ２４０円

ソフトコート２面当たり １時間当たり ４８０円

ソフトコート３面当たり １時間当たり ７２０円

ソフトコート４面当たり（全面） １時間当たり ９６０円

夜間照明 １時間当たり １，２００円

●相良中学校・南小学校・北小学校
区　　　　分 使　用　基　礎　額 備　　考

⑴ 照明を使用する場合には、左記使用料に１時間当たり
200 円加算する。

⑵ 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しな
い場合は、左記金額の 10 割増しをした額。

⑶ 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する
場合は、左記金額に最高入場料（税込み）の 100 倍加算
した額。

バドミントン１面・　　
ビーチボールバレー１面

１時間当たり ２００円

バレーボール１面（片面） １時間当たり ４００円

バレーボール２面（全面） １時間当たり ８００円

●相良村構造改善センター
区　　　　分 使　用　基　礎　額

室
内
運
動
場

バドミントン・ビーチボールバレー
（１面当たり）

１時間当たり ２００円

全面 １時間当たり ４００円

小研修室 １時間当たり ５００円

調理実習室 １時間当たり ４００円

照明料（屋内運動場のみ） １時間当たり ２００円

●相良村畜産研修センター
区　　分 使　用　基　礎　額

大会議室 １時間当たり ２００円

和　　室 １時間当たり １００円

品評会場 １時間当たり １００円

●相良村林業総合センター
区　　　　分 使　用　基　礎　額

室
内
運
動
場

バドミントン・
ビーチボールバレー（１面当たり）

１時間当たり ２００円

全面 １時間当たり ４００円

小研修室 １時間当たり ５００円

調理実習室 １時間当たり ４００円

照明料（屋内運動場のみ） １時間当たり ２００円

施設使用申請
窓口について

※ 村有施設を使用する場合の申請
窓口は、一括して教育委員会（総
合体育館１階）で受付けます。

※ 鍵の借用方法については、これ
までと同じです。

※ 詳しくは、教育委員会（３５－
００９０）までお尋ねください。

　なお、平成18年３月31日ま
では、これまでの担当課（産業振
興課又は教育委員会）において使
用許可手続きを行います。
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1
月
15
日
（
日
）
第
28
回
目

の
村
民
駅
伝
大
会
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　

ア
ッ
プ
テ
ニ
ス
横
を
出
発

し
、
総
合
体
育
館
駐
車
場
を

ゴ
ー
ル
と
す
る
周
回
コ
ー
ス
に

17
チ
ー
ム
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

昨
年
４
位
の
十
島
チ
ー
ム
が

逆
転
優
勝
し
ま
し
た
。
ま
た
、

優勝した十島チームのみなさん

ゴ
ー
ル
付
近
の
熱
い
戦
い
の
末
、

永
江
が
昨
年
と
同
じ
第
２
位
、
上

川
上
が
第
３
位
で
し
た
。

　

成
績
は
次
の
と
お
り（
敬
称
略
）

《
総
合
順
位
》

優　

勝　

十　

島
（
46
分
20
秒
）

第
２
位　

永　

江
（
47
分
23
秒
）

第
３
位　

上
川
上
（
47
分
24
秒
）

第
４
位　

新　

村
（
47
分
33
秒
）

第
５
位　

松
馬
場
（
48
分
22
秒
）

《
区
間
賞
》

1
区
（
１
・
07
㎞
）
3
分
56
秒

　
　

上
田
薫
乃
（
永
江
）

2
区
（
１
・
33
㎞
）
4
分
59
秒

　
　

戸
田
美
咲
（
上
川
上
）

　
　

中
村
真
央
（
松
葉
）

3
区
（
１
・
65
㎞
）
5
分
13
秒

　
　

上
田
大
輝
（
永
江
）

4
区
（
１
・
07
㎞
）
3
分
37
秒

　
　

生
田
敦
士
（
中
央
）

5
区
（
１
・
33
㎞
）
4
分
06
秒

　
　

濱
崎
明
彦
（
新
村
）

6
区
（
１
・
65
㎞
）
5
分
09
秒

　
　

宮
原　

渉
（
上
園
）

7
区
（
１
・
07
㎞
）
3
分
39
秒

　
　

西
村　

晟
（
十
島
）

8
区
（
１
・
33
㎞
）
4
分
17
秒

　
　

新
嶋
勇
喜
（
新
村
）

9
区
（
２
・
72
㎞
）
8
分
25
秒

　
　

杉
枝
真
二
（
十
島
）

《
特
別
賞
》

▽
10
回
出
場

　

宮
原
康
貴
（
上
川
上
）

　

松
本
有
城
（
上
園
）

　

川
邊　

力
（
朝
迫
）

　

高
畠
純
一
（
平
原
）

　

井
福
和
博
（
井
沢
）

▽
15
回
出
場

　

宮
田
真
一
郎
（
上
川
上
）

　

上
村
善
照
（
十
島
）

▽
低
年
齢
者
賞

　
（
男
）
髙
田
浩
貴
（
初
神
）

　
（
女
）
皐
月
彩
乃
（
朝
迫
）

▽
高
年
齢
者
賞

　

濱
崎
明
彦
（
新
村
）

▽
フ
ァ
ミ
リ
ー
賞

　

宮
原
裕
規
・
拓
也
・
康
輔

　
（
上
川
上
）

　

中
村
真
二
・
真
央
・
智
大（
松
葉
）

▽
躍
進
賞

　

上
川
上
区

　
　

前
年
7
位
↓
本
年
3
位
へ

　

松
葉
区　

　
　

前
年
12
位
↓
本
年
8
位
へ

　

十
島
区

　
　

前
年
4
位
↓
本
年
1
位
へ

優
勝
!

青
年
団
駅
伝
大
会

　

2
月
5
日
（
日
）
第
36
回
球

磨
郡
町
村
対
抗
青
年
団
駅
伝
大

会
が
開
催
さ
れ
、
相
良
村
か
ら

は
、
相
良
村
Ａ
・
Ｂ
の
2
チ
ー

ム
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

オ
ー
プ
ン
参
加
も
含
め
て
、

8
町
村
13
チ
ー
ム
が
参
加
。
相

良
村
Ａ
チ
ー
ム
は
周
囲
を
笑
わ

せ
る
仮
装
を
し
な
が
ら
も
、
総

合
タ
イ
ム
1
時
間
5
分
1
秒
の

タ
イ
ム
で
見
事
優
勝
し
ま
し

た
。

　

そ
の
他
、
チ
ー
ム
で
は
、「
イ

ン
パ
ク
ト
賞
」、「
タ
イ
ム
ピ
ッ

タ
リ
賞
」
を
受
賞
し
、
個
人
で

は
、
竹
松
宏
文
さ
ん
が
、「
区

間
賞
」
を
取
り
ま
し
た
。

相良村青年団のみなさん

優
勝
!
十
島
区
〜
村
民
駅
伝
大
会
〜

一斉にスタートする１区の小学生女子 後はよろしく ! 上川上の選手
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1
月
29
日
人
吉
市
ス
ポ
ー
ツ

パ
レ
ス
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
大
会
は
、
剣
道
の

基
本
で
あ
る
、
礼
儀
・
着
装
・

正
し
い
打
ち
方
等
を
5
人
1
組

の
団
体
戦
で
競
う
も
の
で
、
郡

市
内
か
ら
36
チ
ー
ム
が
出
場
。

　

本
大
会
に
は
、
相
良
中
学
校

か
ら
1
チ
ー
ム
、
相
良
南
小
学

校
の
低
・
高
学
年
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
1
チ
ー
ム
ず
つ
が
出

場
し
、
中
学
校
は
見
事

初
優
勝
！
小
学
校
高
学

年
の
部
で
は
2
位
の
成

績
を
収
め
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
も
、
保

護
者
も
大
喜
び
で
し

た
。

第
16
回
繊
月
城

少
年
剣
道
基
本
練
成
大
会

出場した選手のみなさん

牧山規矩子さんの発表の様子

・
つ
な
げ
よ
う　

食
の
知
恵

・
伝
え
よ
う　

食
の
技

　

１
月
14
・
15
日
に
東
京
国
際

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
ニ
ッ
ポ
ン
食
育

フ
ェ
ア
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
を
7
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
九

州
代
表
と
し
て
、
相
良
村
食
生

活
改
善
推
進
員
の
牧
山
さ
ん

が
、
食
育
推
進
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
発
表
で
、
次
の
と
お
り

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
相
良
村
協
議
会
の
保
育
園
、

小
学
校
の
親
子
料
理
教
室
、
中

学
校
全
学
年
の
地
産
地
消
の
伝

統
料
理
教
室
、
人
吉
支
部
事
業

と
し
て
、
県
立
球
磨
工
業
高
等

学
校
３
年
生
220
名
へ
の
伝
統
料

理
教
室
地
域
活
動
へ
の
参
画
と
し

て
、
地
域
食
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
地

域
関
係
者
と
の
連
携
と
し
て
人
吉

球
磨
地
域
食
育
座
談
会
を
食
育
担

当
大
臣
の
棚
橋
康
文
大
臣
を
お
迎

え
し
て
、
食
育
基
本
法
が
施
行
さ

れ
て
、
初
め
て
の
座
談
会
。
又
、

地
域
産
品
の
活
用
と
し
て
、
司
厨

士
協
会
西
日
本
支
部
か
ら
10
名
の

プ
ロ
の
コ
ッ
ク
さ
ん
を
迎
え
て
の

畜
産
調
理
加
工
体
験
教
室
な
ど
、

相
良
村
食
改
の
皆
様
、
そ
し
て
、

人
吉
支
部
食
改
の
皆
様
の
協
力
の

上
に
、
食
育
は
大
人
の
義
務
で
あ

り
、
食
育
の
基
本
は
、
家
庭
の
食

卓
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
未
来
あ

る
子
供
達
が
、
心
身
共
に
健
康
に

育
つ
よ
う
に
、
私
達
も
で
き
る
限

り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
展
開

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
達
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
楽
し
く
や

り
、
私
達
の
活
動
を
通
し
て
、
食

文
化
を
守
っ
て
行
き
、
元
気
で
笑

顔
を
も
っ
て
、
頑
張
っ
て
行
き
ま

す
。
私
達
は
食
育
推
進
の
実
践
者

で
あ
る
事
に
誇
り
を
持
ち
、
活
動

し
て
い
く
事
を
宣
言
し
ま
す
。」

ニ
ッ
ポ
ン
食
育
フ
ェ
ア
で
牧
山
さ
ん
が
発
表

　

１
月
26
日
は
、
聖
徳
太
子
ゆ

か
り
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
が
消

失
し
た
日（
昭
和
24
年
）で
、「
文

化
財
防
火
デ
ー
」
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
日
を
中
心
に

全
国
的
に
文
化
財
防
火
運
動
を

行
い
、
ひ
い
て
は
地
域
住
民
の

文
化
財
愛
護
思
想
の
高
揚
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
村
で
は
、１
月
29
日
（
日
）

「
第
52
回
文
化
財
防
火
デ
ー
」

に
伴
い
国
指
定
重
要
文
化
財
の

十
島
菅
原
神
社
に
お
い

て
、
約
60
名
が
参
加
し

て
、防
火
訓
練
を
実
施
。

　

人
吉
下
球
磨
消
防
組

合
に
よ
る
指
導
で
、
消

防
団
に
よ
る
放
水
銃
の

訓
練
や
地
元
住
民
に
よ

る
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
・
消

火
器
に
よ
る
消
火
作
業

の
訓
練
を
行
い
ま
し

た
。

十
島
菅
原
神
社
の
防
火
訓
練

地元住民による素早い消火作業
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住
宅
火
災
に
よ
る

死
者
数
急
増
！

　

近
年
の
住
宅
火
災
の
死
者
数

は
概
ね
横
ば
い
又
は
微
増
傾
向

に
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
15
年
に

は
昭
和
61
年
以
来
１
，
０
０
０
人

を
超
え
、
さ
ら
に
平
成
16
年
に
も

連
続
し
て
死
者
が
１
，
０
０
０

人
を
超
え
る
な
ど
、
最
近
は
急

増
し
て
い
ま
す
。
特
に
死
者
数

の
過
半
数
を
高
齢
者
が
占
め
て

お
り
今
後
も
高
齢
化
の
進
展
と

と
も
に
増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
死
者
の
低
減
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
早

期
に
火
災
の
煙
を
感
知
で
き
る
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

今
後
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

２
月
８
日
（
水
）
県
庁
地
下

大
会
議
室
に
お
い
て
平
成
17
年

度
熊
本
県
統
計
功
労
者
表
彰
式

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
村
か
ら
は
、
農
林
業
セ
ン

サ
ス
で
調
査
員
と
し
て
の
功
績

に
対
し
、
中
村
弘
美
さ
ん
（
上

川
下
）
が
県
知
事
よ
り
農
林
水

産
大
臣
表
彰
の
伝
達
を
受
け
ま

し
た
。

熊
本
県
統
計
功
労
者

農
林
水
産
大
臣
表
彰
を
受
賞

県知事の挨拶を聞く受賞者

謝辞を述べる川上さん

　

く
ま
も
と
茶
ブ
ラ
ン
ド
確
立

対
策
協
議
会
主
催
に
よ
る
平
成

17
年
度
熊
本
県
茶
品
評
会
が
あ

り
、
煎
茶
11
点
、
む
し
製
玉
緑

茶
37
点
、
か
ま
い
り
製
玉
緑
茶

33
点
、
合
計
81
点
の
出
品
が
あ

り
（
外
観
・
水
色
・
香
気
・
滋

味
）
審
査
の
結
果
、
川
上
誠
一

さ
ん
が
荒
茶
の
部
で
、
農
林
水

産
大
臣
賞
・
会
長
賞
・
熊
本
県

賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
茶
園

の
部
で
は
、
天
候
に
よ
る
悪
条

件
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め

た
努
力
に
よ
り

野
隆
一
さ
ん

が
（
社
）
日
本
茶
業
中
央
会
会

長
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

熊
本
県
茶
品
評
会
で

農
林
水
産
大
臣
賞
な
ど
受
賞

大会の様子 受賞した川上さんの煎茶

 

12
月
の
議
会
に
お
い
て
教
育
委

員
会
委
員
の
同
意
が
な
さ
れ
１
月

１
日
付
け
で
、再
任
さ
れ
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

東　
　

千
德　
（
人
吉
市
）

川
邊　

髙
德　
（
松
馬
場
）

教
育
委
員
さ
ん
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

▽
産
業
振
興
課
主
事
（
保
健
福
祉

課
主
事
）
黒
木
幸
代

役
場
人
事
異
動（　

）
内
は
前
職

　

人
吉
・
球
磨
の
地
域
資
源
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
人
吉
・
球
磨
の
よ

さ
を
再
認
識
し
、
地
元
へ
の
愛
情
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

た
講
座
で
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

○
日
時　

3
月
11
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
受
付
（
午
後
4
時
30
分
閉
校
）

○
受
講
料　

１
，
０
０
０
円
（
昼
食
代
含
む
）

○
集
合
場
所　

中
小
企
業
大
学
校

○
コ
ー
ス　

人
吉
市
・
錦
町
・
あ
さ
ぎ
り
町
（
定
員 

各
コ
ー
ス
10
名
）

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

球
磨
川
大
学
事
務
局
（
人
吉
青
年
会
議
所
）　

☎
２
２
‐
６
８
８
８

相
良
村
企
画
課　

☎
３
５
‐
１
０
３
０

統
計
調
査
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

製
造
業
を
行
わ
れ
て
い
る
事
業
者
の
み
な
さ
ん
。
平
成
17
年
の
工
業

統
計
調
査
で
は
、
年
末
年
始
の
大
変
お
忙
し
い
中
、
ご
協
力
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『
地
元
学 

人
吉
・
球
磨
再
発
見
』 

球
磨
川
大
学 

地
元
散
策
講
座
受
講
生
募
集
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保健福祉課（直通）

　35－1032
国保係－内線25　戸籍係－内線29
保健係・生活環境係－内線26　　　　
福祉係－内線24・28まで

お問い合わせは

国
民
年
金
保
険
料
控
除

証
明
書
に
つ
い
て

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
す
る
際

に
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告

す
る
場
合
に
は
、「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
又
は
領
収
証
書
の
添
付
や
提

示
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税

等
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

平
成
16
年
分
ま
で
の
年
末
調
整

や
確
定
申
告
の
手
続
き
で
は
、
納

付
し
た
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
所
得
税
法
等
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
17
年
分
の

申
告
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
場
合
に
、
一
年
間
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
等
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等

か
ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と

同
様
に
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を

証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」（
ハ

ガ
キ
）
が
先
般
送
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
す
が
、
年
の
途
中
か
ら
国
民
年

金
に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、
そ
の

年
の
10
月
以
降
に
初
め
て
保
険
料

を
納
付
し
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌

年
2
月
初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】　

控
除
証
明
書
専
用

ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
‐
９
９
１
１

（
平
成
18
年
３
月
17
日
ま
で
の
平

日
９
時
か
ら
17
時
ま
で
）

医
療
安
全
相
談
窓
口
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

○
設
置
場
所　

〒
８
６
８
‐
８
５
７
０

熊
本
市
水
前
寺
6
丁
目
18
番
1
号

熊
本
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
推

進
課
内
（
県
庁
新
館
3
階
）

　

☎　

０
９
６
‐
３
８
３
‐
７
０
２
０

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
９
６
‐
３
８
５
‐
１
７
５
４

電
子
メ
ー
ル

tiikiiryou@
pref.kum

am
oto.

lg.jp○
受
付
日　

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
休
日
を
除
く
日
）

○
受
付
時
間　

9
時
〜
17
時

○
受
付
体
制　

医
療
安
全
相
談
員

及
び
地
域
医
療
推
進
課
職
員

○
相
談
内
容　

医
療
に
関
す
る
患

者
や
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
等

野
生
動
物
の
生
食
に
ご
用
心
！

　

２
０
０
３
年
8
月
、
兵
庫
県
に

お
い
て
野
生
シ
カ
肉
の
生
食
及
び

２
０
０
５
年
3
月
、
福
岡
県
に
お

い
て
野
生
イ
ノ
シ
シ
肉
の
加
熱
不

十
分
が
原
因
と
思
わ
れ
る
Ｅ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
事
例
が
発

生
し
て
お
り
ま
す
。

　

Ｅ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
は
、
妊
婦

や
高
齢
者
に
感
染
す
る
と
劇
症
肝

炎
を
発
症
し
、
死
亡
す
る
率
が
高

い
と
い
う
研
究
結
果
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
妊
婦
及
び
高
齢
者
は
特
に

野
生
動
物
の
肉
等
を
生
で
食
べ
る

こ
と
を
控
え
る
べ
き
で
す
。

　

ま
た
、
野
生
動
物
が
人
獣
共
通

感
染
症
や
食
中
毒
の
原
因
と
な
る

病
原
微
生
物
、
寄
生
虫
類
等
を
保

有
し
て
い
る
可
能
性
を
常
に
念
頭

に
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
の
お
問
合
せ
は
、

人
吉
保
健
所
ま
た
は
、
厚
生
労
働

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
Ｅ
型
肝
炎

Ｑ
＆
Ａ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

人
吉
保
健
所　

☎
２
２
‐
３
１
０
７

食
中
毒
に
関
す
る
こ
と

　

衛
生
予
防
課

感
染
症
に
関
す
る
こ
と

　

保
健
予
防
課

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

:/
/
w
w
w
.m
h
lw
.

go.jp/2003/08/h0819-2a.htm
l

○期日　平成18年3月16日（木）

○場所及び受付時間
・国土交通省川辺川ダム砂防事務所
　10時～12時30分

・相良村役場　14時～16時

＊ 輸血用血液の安全性を確保するため本人
確認を行っております。

　免許証か保険証をお持ちください。
＊ 英国に渡航された方はお申し出くださ
い。

＊ 献血手帳をお持ちの方は当日お持ちくだ
さい。

　皆様の暖かいご理解とご協力をお願いし
ます。

【問合せ先】役場保健福祉課　保健係
　　　　　　☎３５‐１０３２

献血の
　　お願い
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【３月の小児科在宅当番医】
○　5日　堤病院附属九日町診療所（22－2251）
○12日　公立多良木病院（42－2560）
○19日　増田クリニック（22-3570）
○21日　人吉総合病院 (22-2191)
○ 26日　やまむら医院（45－0005）

※受診される場合には、医療機関へ連絡してください。

豊
か
で
健
や
か
な
シ
ニ
ア
ラ

イ
フ
（
年
金
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ

セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内
）

○
日
程　

平
成
18
年
3
月
11
日

（
土
）

午
後
1
時
〜

年
金
相
談
・
健
康
相
談

午
後
2
時
〜　
　

セ
ミ
ナ
ー

・
豊
か
な
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
を
過
ご

す
た
め
に
「
家
計
プ
ラ
ン
の
考
え

方
」

・
健
康
づ
く
り
「
年
齢
に
応
じ
た

か
ら
だ
の
変
化
」

・
退
職
後
の
社
会
保
険

○
場
所　

人
吉
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ

ス○
参
加
対
象
者　

社
会
保
険
委
員

も
し
く
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保

険
者
及
び
そ
の
家
族
で
、
50
歳
以

上
年
金
受
給
前
ま
で
の
方
（
一
般

の
方
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
）
ご

夫
婦
で
の
参
加
を
お
す
す
め
し
ま

す
。

○
参
加
費　

無
料

【
問
合
せ
先
】
八
代
社
会
保
険
委

員
会
事
務
局
「
八
代
社
会
保
険
事

務
所
（
担
当　

村
上
）」

☎
０
９
６
５
‐
３
５
‐
６
１
１
５

「
ひ
と
り
親
家
庭
の
く
ら
し

と
法
律
」
講
演
会
開
催
の
お

知
ら
せ

　

熊
本
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た

多
く
の
法
律
相
談
に
共
通
す
る
解

決
の
糸
口
を
、
難
解
な
法
律
の
制

度
や
用
語
と
も
ど
も
、
セ
ン
タ
ー

相
談
担
当
弁
護
士
が
わ
か
り
や
す

く
解
説
し
ま
す
。（
入
場
無
料
）

○
日
時　

平
成
18
年
3
月
26
日

（
日
）
1
時
30
分
〜
3
時
30
分
（
予

定
）

○
場
所　

八
代
市
新
町
４
‐
1

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル　

大
会
議
室

○
内
容　

多
重
債
務
の
整
理
の
方

法
と
手
続
き
を
中
心
に
、
暮
ら
し

の
中
の
法
律
問
題
に
つ
い
て

○
講
師　

熊
本
県
母
子
家
庭
等
就

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
特
別
相

談
事
業
特
別
相
談
員
福
岡
法
律
事

務
所　

弁
護
士　

○
対
象
者　

ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。

○
申
込
手
続
き　

不
要

○
そ
の
他　

セ
ン
タ
ー
で
は
、
法

律
問
題
や
生
活
上
の
諸
問
題
に
つ

い
て
の
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
よ

る
特
別
相
談
を
実
施
し
て
い
ま

す
。（
事
前
に
面
接
又
は
電
話
に

よ
る
予
約
が
必
要
で
す
。
な
お
、

熊
本
市
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
熊

本
市
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。）

【
問
合
せ
先
】
熊
本
県
母
子
家
庭

等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６
‐
３
５
１
‐
８
７
７
７

県
庁
子
ど
も
家
庭
福
祉
課

☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
２
９

第
３
回
親
子
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り

○
目
的　

県
内
各
地
域
の
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
子
・
寡
婦
が
一
堂
に

会
し
、
親
子
で
楽
し
め
る
行
事
を

母
子
会
員
が
互
い
に
協
力
し
あ
い

な
が
ら
、
親
子
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り

を
企
画
実
施
す
る
事
で
、
交
流
と

親
睦
を
深
め
る
と
と
も
に
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
組
織
力
の
重
要
性
を

認
識
し
、
今
後
の
会
活
動
を
よ
り

魅
力
的
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
開

催
い
た
し
ま
す
。

○
日
時　

平
成
18
年
3
月
5
日

（
日
）
10
時
〜

○
会
場　

人
吉
市
立
第
一
中
学
校

○
参
加
者　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親

子
及
び
寡
婦
（
熊
本
県
市
町
村
会

員
）・
会
員
以
外
の
ひ
と
り
親
家

庭
の
親
子
（
母
子
・
父
子
・
交
通

遺
児
）・
母
子
寡
婦
福
祉
行
政
関

係
者
・
県
民

【
問
合
せ
先
】
役
場
保
健
福
祉
課 

福
祉
係

　

１
月
18
日
に
元
人
権
擁
護
委

員
の
西
一
郎
さ
ん（
四
浦
田
代
）

が
、
委
員
活
動
に
尽
力
さ
れ
た

と
し
て
、
法
務
大
臣
か
ら
の
感

謝
状
の
伝
達
を
受
け
ら
れ
ま
し

た
。

　

西
さ
ん
は
、
平
成
８
年
10

月
か
ら
平
成
17
年
12
月
ま
で
の

間
、
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
貢

献
さ
れ
ま
し
た
。

法
務
大
臣
表
彰

人
権
擁
護
委
員
は
あ
な
た
の

相
談
相
手
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
仕
事
は

・
皆
さ
ん
の
人
権
が
侵
さ
れ
な
い

よ
う
に
監
視
す
る
こ
と

・
も
し
、
人
権
を
侵
さ
れ
た
人
が

い
た
場
合
に
は
、
相
談
相
手
に

な
っ
て
救
済
す
る
こ
と

・
人
々
の
間
に
正
し
い
人
権
の
考

え
方
を
広
め
、
自
由
人
権
思
想
の

啓
発
に
努
め
る
こ
と

な
ど
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
い
つ
で
も

あ
な
た
の
相
談
に
応
じ
て
く
れ
ま

す
。

　

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
に
池
井

浩
之
さ
ん
（
四
浦
東
大
谷
）
が
法

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
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福祉サービスの体系はこう変わります
（平成18年10月から）

　サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状況）をふまえ、
個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔
軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
　「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」
に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新（延長）が可能と
なります。

■福祉サービスに係る自立支援給付の体系

居
宅
サ
ー
ビ
ス

ホームヘルプ
（身・知・児・精）

デイサービス
（身・知・児・精）

ショートステイ
（身・知・児・精）

グループホーム
（知・精）

施
設
サ
ー
ビ
ス

重症心身障害児
施設（児）

療護施設（身）

更生施設
（身・知）

授産施設
（身・知・精）

福祉工場
（身・知・精）

通勤寮（知）

福祉ホーム
（身・知・精）

生活訓練施設
（精）

居宅介護
（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

介　
　

護　
　

給　
　

付

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅
で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支
援などを総合的に行います

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危
険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサー
ビスを包括的に行います

児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団
生活への適応訓練等を行います

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も
含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、
療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事
の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機
会を提供します

障害者支援施設での夜間
ケア等（施設入所支援）

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事
の介護等を行います

共同生活介護
（ケアホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食
事の介護等を行います

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身
体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います 訓　

練　

等　

給　

付

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要
な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援
（雇用型・非雇用型）

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも
に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助
（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上
の援助を行います

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します 地
域
生
活
支
援
事
業

地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等
を行う施設です

福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提
供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

現行サービス 新サービス

（注）表中の「身」は「身体障害者」、「知」は「知的障害者」、「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」のことです。
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障害者自立支援法

障害者が地域で安心して暮らせる
社会の実現をめざします

　障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に
基づいて導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。
　しかし、次のような問題点が指摘されていました。

① 身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサー
ビスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくい
こと

② サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々
すべてにサービスが行き届いていない（地方自治体間の格差が大き
い）こと

③ 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え
続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること

　こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用でき
るサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が
制定されました。

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害
のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利
用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編

② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービス
を提供

③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を
行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うこと
をルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

④就労支援を抜本的に強化

⑤支給決定の仕組みを透明化、明確化

障害のある人々の自立を支えます。

【問合せ先】
役場保健福祉課　福祉係

　

利
用
者
負
担
は
、
所
得
に
着
目
し
た
応
能
負
担
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
量
と
所
得
に
着
目

し
た
負
担
の
仕
組
み
（
１
割
の
定
率
負
担
と
所
得
に
応
じ
た
月
額
上
限
の
設
定
）
に
見

直
さ
れ
る
と
と
も
に
、
障
害
種
別
で
異
な
る
食
費
・
光
熱
水
費
等
の
実
費
負
担
も
見
直

さ
れ
、
３
障
害
共
通
し
た
利
用
者
負
担
の
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

　

定
率
負
担
、
実
費
負
担
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
低
所
得
の
方
に
配
慮
し
た
軽
減
策
が
講
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

 利用者負担の
しくみが
変わります。          

（平成 18 年 4月から）
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　相良村の行政情報をパソコンや携帯電話に電子メールで配信するシステムを開始いたします。
　メールによる情報配信は、利用者個人が希望する情報を、いち早く取得できる事に最大の利点
があります。
　この利点を活用し、特に火災、防犯、災害、不審者情報等利用ニーズが高く、なおかつ緊急性
を必要とする情報について特に有効な情報伝達手段になります。
　登録は、相良村ホームページ又は携帯電話から行えます。
　詳しくは相良村ホームページ（http://www.vill.sagara.lg.jp）をご覧いただくか、役場総務課ま
でお問い合わせください。

■相良村メール配信システムに関する問い合わせ

相良村役場総務課（☎ 0966－35－0211　E-mail：soumu@vill.sagara.lg.jp）

相良村メール配信システムについてのお知らせ

相良村メール配信システムの流れ
役場各課より行政情報が配信されます

相良村役場各課より
メール配信

購読者

購読者

購読者
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注意： 登録を行う前に「info@vill.sagara.lg.jp」からのメールが受信できるようにメールの設定
を行ってください。

　　　 URL を入力した後、文字化けする場合は機能ボタンから文字コード変換を行い「シフト
JIS」を選択するか、正しく表示されるまで文字コード変換を行ってください。

携帯電話での登録方法

　メニュー画面からEZwebを選択しURLダイレクト入力を選択します。

URL入力画面に「http://mailmg.vill.sagara.lg.jp」と入力します。

画面に従って進んでください。

　 モードメニューから Internet を選択します。

URL入力画面に「http://mailmg.vill.sagara.lg.jp」と入力します。

画面に従って進んでください。

　 メニュー画面からウェブを選択しインターネットアクセスを選択します。

URL入力画面に「http://mailmg.vill.sagara.lg.jp」と入力します。

画面に従って進んでください。

携帯電話のQRコード読み取り用アプリケーションを起動し、接写モー
ドで垂直になるよう撮影します。

表示されたURLを選択すると該当ページに、URLをタイプすること
なく簡単にアクセス可能です。
※バーコードはバーコード認識機能がある機種でのみご利用できます。
※バーコードの操作方法は機種により異なります。

QRコード
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管
理
局
企
画
調
整
室
国
有
林
モ

ニ
タ
ー
担
当
ま
で
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

○
必
要
事
項

・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
性
別
、

生
年
月
日
、
年
齢
、
職
業
、
住
所

（
郵
便
番
号
）、
電
話
番
号

・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
知
っ
た

き
っ
か
け
（
具
体
的
に
記
入
）

・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に
応
募
す
る

理
由
（
100
字
程
度
）

○
募
集
期
限

・
平
成
18
年
3
月
10
日
（
金
）

（
当
日
消
印
有
効
）

○
選
考
結
果　

・
応
募
状
況
に
よ
っ
て
は
抽
選
に

よ
る
選
考
。

【
応
募
先
・
問
合
せ
先
】

〒
８
６
０
‐
０
０
８
１

熊
本
市
京
町
本
丁
2
番
7
号

九
州
森
林
管
理
局
企
画
調
整
室
国

有
林
モ
ニ
タ
ー
担
当

☎
０
５
０
‐
３
１
６
０
‐
６
６
０
６

　

０
９
６
‐
３
２
８
‐
３
５
１
２

あ
な
た
の
技
能
を
証
明

し
ま
せ
ん
か
…

平
成
18
年
度
（
前
期
）

技
能
検
定
の
お
知
ら
せ

　

技
能
検
定
は
、
働
く
人
々
の
技

能
を
検
定
し
、
国
と
し
て
証
明
す

る
技
能
の
国
家
検
定
制
度
で
す
。

　

個
人
の
能
力
の
証
明
と
し
て
、

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
御

注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
最
寄
の
税
務

署
や
税
務
相
談
室
に
お
気
軽
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

（
注
）
個
人
事
業
者
の
方
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
と
納
付
の
期
限
は
、
3
月
31
日

（
金
）
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
人
吉
税
務
署

☎
０
９
６
６
‐
２
３
‐
２
３
１
１

税
務
相
談
室
八
代
分
室

☎
０
９
６
６
‐
２
２
‐
３
７
３
６

生
衛
業
経
営
相
談
室

開
設
の
ご
案
内

　

売
上
の
伸
び
悩
み
や
、
資
金
繰

に
苦
労
し
て
い
る
方
、店
舗
建
替
・

改
装
・
移
転
・
支
店
増
設
予
定
の

方
、
事
業
の
見
直
し
や
、
新
し
く

事
業
を
始
め
る
方
、
ま
た
、
税
金
・

帳
簿
で
苦
労
し
て
い
る
方
等
に
朗

報
！

　

日
頃
、
営
業
の
中
で
の
問
題

点
、
経
営
の
あ
り
方
、
方
針
等
お

悩
み
の
方
は
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
相

談
（
相
談
料
無
料
）
に
お
答
え
し

ま
す
。
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
内
容　

・
経
営
全
般
、
特
に
店
舗
等
の
経

営
診
断
、
分
析
及
び
経
営
情
報
の

提
供
。

・
資
金
需
要
に
対
す
る
国
民
生
活

所
得
税
の
確
定
申
告
は

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
は
、
平
成
18
年
2
月
16
日

（
木
）
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

申
告
期
限
は
3
月
15
日
（
水
）

で
す
が
、
期
限
間
近
に
な
り
ま
す

と
申
告
書
記
載
会
場
は
大
変
混
雑

し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

確
定
申
告
書
は
「
所
得
税
の
確

定
申
告
書
の
手
引
き
」
を
参
考
に

記
載
し
て
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

nta.go.jp

）
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
作
成

で
き
ま
す
の
で
是
非
ご
利
用
い
た

だ
き
、
お
早
め
に
申
告
と
納
税
を

お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告

書
の
提
出
は
郵
送
等
で
も
結
構
で

す
。

　

な
お
、
事
業
所
得
、
不
動
産
所

得
又
は
山
林
所
得
の
あ
る
白
色
申

告
者
の
方
は
、確
定
申
告
書
に「
収

支
内
訳
書
」
を
添
付
す
る
こ
と
が

金
融
公
庫
の
利
用
方
法
。

・
国
税
（
相
続
・
贈
与
税
等
）、

地
方
税
及
び
帳
簿
等
の
記
帳
方

法
。

○
対
象
者

・
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
又
は
開

業
予
定
の
方
。

（
飲
食
関
係
営
業
、
食
肉
販
売
、

理
容
、
美
容
、
旅
館
ホ
テ
ル
、
公

衆
浴
場
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
映
画

館
）

○
相
談
回
答
指
導
者

税
理
士
、
指
導
セ
ン
タ
ー
経
営
指

導
員

○
日
時　

平
成
18
年
3
月
6
日

（
月
）
10
時
〜
15
時

○
場
所　

人
吉
保
健
所

☎
２
２
‐
３
１
０
８

生
衛
融
資

（
国
民
生
活
金
融
公
庫
）

融
資
利
率

生
衛
組
合
の
方

年 
０
・
９
５
％
〜

生
衛
組
合
員
外
の
方

年 

１
・
８
５
％
〜

平
成
17
年
12
月
９
日
現
在

国
の
事
業
ロ
ー
ン
、
有
利

な
固
定
、長
期
の
利
用
を
！

　

指
導
セ
ン
タ
ー
は
、
生
活
衛

生
関
係
営
業
者
の
経
営
の
改
善
、

健
全
な
発
展
等
を
支
援
す
る
公
的

な
機
関
で
す
。

【
問
合
せ
先
】（
財
）
熊
本
県
生
活

衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

熊
本
市
白
山
1
‐
4
‐
9
末
永
ビ

ル
２
Ｆ

☎
０
９
６
‐
３
６
２
‐
３
６
０

http://w
w
w
.seiei.or.jp/

kum
am
oto

平
成
18
年
度
「
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
」
の
募
集

○
依
頼
内
容　

・
国
有
林
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

へ
の
回
答
（
年
4
回
程
度
）

・
ア
ン
ケ
ー
ト
時
に
国
有
林
に
関

す
る
ご
意
見
や
ご
提
言
な
ど
の
報

告・
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出

席
（
年
1
回
程
度
、希
望
者
の
み
）

○
依
頼
期
間

・
平
成
18
年
4
月
〜
平
成
19
年
3

月
の
1
年
間

○
応
募
資
格

・
福
岡
県
・
佐
賀
県
・
長
崎
県
・

熊
本
県
・
大
分
県
・
宮
崎
県
・
鹿

児
島
県
及
び
沖
縄
県
に
お
住
ま
い

の
国
有
林
に
関
心
を
有
す
る
成
人

（
た
だ
し
、
国
会
及
び
地
方
議
会

の
議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
長
及

び
常
勤
の
国
家
公
務
員
は
除
く
）

○
募
集
人
員　

64
名

○
応
募
方
法　

・
官
製
ハ
ガ
キ
又
は
封
筒
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
九
州
森
林
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ま
た
企
業
に
お
け
る
人
材
育
成
の

手
段
と
し
て
様
々
な
職
種
で
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
本
年
度
も
熊
本

県
に
つ
い
て
は
1
級
〜
3
級
の
区

分
に
応
じ
「
機
械
加
工
」
や
「
塗

装
」な
ど
33
職
種（
予
定
）に
亘
っ

て
前
期
技
能
検
定
を
次
に
よ
り
実

施
し
ま
す
。

○
受
験
申
請
受
付

平
成
18
年
4
月
4
日
（
火
）
〜

4
月
14
日
（
金
）

○
実
技
試
験

平
成
18
年
6
月
12
日
（
月
）
〜

9
月
10
日
（
日
）

○
学
科
試
験

平
成
18
年
7
月
30
日
（
日
）
☆

　
　
　
　

8
月
20
日
（
日
）

　
　
　
　

8
月
27
日
（
日
）

　
　
　
　

9
月
3
日
（
日
）

○
合
格
発
表

平
成
18
年
8
月
28
日
（
月
）
☆

　
　
　
　

10
月
3
日
（
火
）

☆
は
金
属
熱
処
理
を
除
く
、
3
級

職
種
が
対
象

（
注
）
熊
本
県
で
実
施
予
定
の
職

種
に
つ
い
て
は
予
め
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
職
種
に
よ
り
試

験
日
は
異
な
り
ま
す
。（
実
施
日

程
に
つ
い
て
は
6
月
中
旬
に
決
定

い
た
し
ま
す
）

【
問
合
せ
先
】

〒
８
６
２
‐
０
９
５
０

悪質商法に注意‼

（悪いサビをいいサビに変える活水器）
〔相 談 者〕54 歳　自営・自由業
〔概　　要〕 自宅では井戸水を使っている。業者は井

戸の配管を見せて欲しいと来た。気になっ
ていたので見せるとクリーニングを勧め
られ、今なら安くなると言うので受けた。
機械に自宅から引いた水を通し洗ったと
ころ、大量のサビらしきものが出てきた。
業者はこれ以上サビないようにと活水器
の勧誘を始め、活水器をつけると悪いサ
ビをいいサビに変える、管をきれいにし
たばかりだから今しないといけない、今
なら安くなると言われ契約した。業者を
信用していいか。

〔処理結果〕 業者の信用性及び活水器の効果・効能に
ついては不明だが、点検商法、販売目的
を告げずに近よってきてなどの問題点に
ついて説明。契約書面を受領して 8 日以
内ならクーリングオフ可能な事を伝え、
冷静に判断するよう助言。

【問合せ先】
熊本県消費生活センター　☎０９６－３５４－４８３５　　相良村役場総務課　☎３５－０２１１（代）

相談事例１ 訪問販売
（新聞折込広告を見て電話をしたら）
〔相 談 者〕73 歳　男性　無職
〔概　　要〕 訪問販売で妻が、高額な深海に生

息する魚のエキスを使った健康食
品を契約した。妻は手が痺れる持
病を持っており、新聞の折込広告
を見てこの健康食品に興味をもち
業者に連絡した。業者は訪れて説
明したいといい訪問してきた。少
ししか買う気は無かったが業者か
ら 10 本は飲まないと効果は無い
と言われ、1本 50400 円の健康食
品 10 本購入した。業者が試飲の
ためと言い 1本開封しているが、
解約できるか。

〔処理結果〕 クーリングオフを助言。また、販
売員が開封した分は誘導開封にあ
たるので、その分の費用も負担す
る必要はないと伝えた。

相談事例２ 訪問販売

４

熊
本
市
水
前
寺
6
丁
目
５
‐
19

熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会

技
能
検
定
課

☎
０
９
６
‐
３
８
４
‐
１
７
１
１

危
険
物
取
扱
者
及
び
消

防
設
備
士
の
み
な
さ
ん

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

○
危
険
物
取
扱
者
及
び
消
防
設
備

士
免
状
の
写
真
は
、
交
付
日
か
ら

10
年
以
内
ご
と
の
書
換
え
が
危
険

物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
等
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

書
換
え
期
限
の
過
ぎ
た
免
状
を

お
持
ち
の
方
は
、
至
急
書
換
え
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
ま
た
、
免
状
を
紛
失
さ
れ
て
い

る
方
も
至
急
再
交
付
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

〒
８
６
２
‐
０
９
７
６　

熊
本
市

九
品
寺
一
丁
目
11
番
4
号　

熊
本

県
教
育
会
館
内　

（
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

熊
本
県
支
部

☎
０
９
６
‐
３
６
４
‐
５
０
０
５
及

び
０
９
６
‐
３
６
４
‐７
６
１
０
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公
共
職
業
訓
練
受
講
生

募
集
「
ビ
ジ
ネ
ス
キ
ャ

リ
ア
科
」

　

独
立
行
政
法
人　

雇
用
・
能
力

開
発
機
構
熊
本
セ
ン
タ
ー
で
は
、

4
月
開
始
の
公
共
職
業
訓
練
実
施

に
伴
い
、
受
講
生
を
募
集
し
ま

す
。
今
回
は
、
若
年
者
向
け
の

コ
ー
ス
と
な
り
ま
す
。

　

公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
申
込

を
し
た
離
職
者
の
方
々
に
対
し

て
、
再
就
職
に
有
利
に
な
る
よ
う

各
地
域
の
専
門
学
校
等
を
利
用
し

て
職
業
訓
練
を
実
施
し
、
こ
れ
か

ら
就
こ
う
し
て
い
る
職
業
に
必
要

な
知
識
・
技
能
を
習
得
で
き
る
よ

う
応
援
を
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

入
学
金
、
受
講
料
は
無
料
で
す

が
、
テ
キ
ス
ト
代
、
資
格
取
得
の

費
用
は
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
募
集
期
間　

平
成
18
年
2
月
8

日
〜
3
月
7
日

○
若
年
者
コ
ー
ス　

高
卒
、
大
卒

等
の
未
就
職
者
及
び
35
歳
以
下
の

方
で
、
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職

申
込
さ
れ
て
い
る
離
職
者
の
方
。

○
定
員　

20
名

○
訓
練
期
間　

平
成
18
年
4
月
6

日
〜
8
月
28
日

○
訓
練
会
場　

有
限
会
社　

シ
ス

テ
ム
ラ
ン
ド

人
吉
市
上
薩
摩
瀬
町
１
４
７
２
‐
1

【
申
込
・
問
合
せ
先
】
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
球
磨

☎
０
９
６
６
‐
２
４
‐
８
６
０
９

独
立
行
政
法
人　

雇
用
・
能
力
開

発
機
構
熊
本
セ
ン
タ
ー　

委
託
訓

練
係

☎
０
９
６
‐
３
８
６
‐
５
１
０
２

職
業
訓
練
生
募
集

　

建
設
・
建
築
関
係
で
働
く
人

の
技
能
習
得
と
向
上
、
そ
し
て
2

級
・
1
級
の
技
能
士
を
目
指
す
18

年
度
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

○
訓
練
科
名

・
木
造
建
築
科　

･･･

３
名
程
度

・
型
枠
施
工
科　

･･･

３
名
程
度

・
配
管
科　
　
　

･･･

３
名
程
度

○
訓
練
期
間　

2
ヵ
年

○
訓
練
日
と
日
数

毎
週
土
曜
日
と
一
部
金
曜
日　

年

間
63
日

○
申
込
期
限　

18
年
3
月
末

【
問
合
せ
先
】

職
業
訓
練
法
人　

人
吉
球
磨
能
力

開
発
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
‐
２
４
７
５

パ
ソ
コ
ン
講
座

受
講
生
募
集

　

働
く
人
の
パ
ソ
コ
ン
講
座
応
用

コ
ー
ス
を
開
催
し
ま
す
。

　

そ
の
中
の
一
般
郡
市
民
の
受
講

生
を
募
集
し
ま
す
。

○
日
程　

平
成
18
年
4
月
、
5

月
、
6
月
の
各
土
曜
日
の
う
ち
10

日
間

○
時
間　

　

9
時
〜
16
時
（
6
日
間
）

　

9
時
〜
16
時
30
分
（
4
日
間
）

○
会
場　

人
吉
球
磨
能
力
開
発
セ

ン
タ
ー　

パ
ソ
コ
ン
教
室

○
内
容　

応
用
編

ワ
ー
ド
（
ポ
ス
タ
ー
、
宛
名
ラ
ベ

ル
作
成
等
）
・
エ
ク
セ
ル
（
顧
客

管
理
、
売
上
管
理
、
見
積
書
作
成

等
）
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
電
子

メ
ー
ル
・
デ
ジ
カ
メ
の
活
用

○
募
集
人
員　

10
名
程
度
（
定
員

に
な
り
次
第
締
切
り
ま
す
）

○
受
付
開
始　

3
月
1
日
（
水
）

○
受
講
料　

９
，
０
０
０
円
（
教

科
書
代
４
，
０
０
０
円
を
含
む
、
申

込
と
同
時
に
納
入
く
だ
さ
い
。
）

【
問
合
せ
先
】

職
業
訓
練
法
人
人
吉
球
磨
能
力
開

発
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
‐
２
４
７
５

就
職
活
動
へ
踏
み
出
そ
う

〜
若
者
チ
ャ
レ
ン
ジ

サ
ポ
ー
ト
事
業
〜

　
「
就
職
活
動
へ
踏
み
出
す
自
信

が
な
い
」「
仕
事
へ
の
意
欲
が
持

て
な
い
」
…
こ
ん
な
若
者
た
ち
を

応
援
し
よ
う
と
、
熊
本
県
で
は
、

「
若
者
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
ト
事

業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
県
か

ら
の
委
託
を
受
け
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
熊
本
県
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
協
会
」
が
、
電
話
や
メ
ー
ル

相
談
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
な
ど
も

行
っ
て
い
ま
す
。
ご
家
族
か
ら

の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

　

ご
相
談
は
、
電
話
０
９
６
‐

３
８
２
‐
７
１
５
５
ま
で
。
月
〜

金
の
9
時
半
か
ら
16
時
半
と
な
っ

て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

熊
本
県
労
働
雇
用
課

　

☎
０
９
６
‐
３
８
３
‐
１
１
１
１

内
線
５
２
２
４

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６
‐
３
８
１
‐
６
９
７
０

訂
正
と
お
詫
び

　

１
月
号
の
７
ペ
ー
ジ
に
掲
載

の
成
人
者
代
表
の
写
真
で
中
村

友
和
さ
ん
の
名
前
が
間
違
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
訂
正
し
て
お

詫
び
し
ま
す
。

救急車は正しく利用しましょう！
　人吉下球磨消防組合管内の救急出動件数は、年々増加
の一途をたどり、平成17年中の救急出動件数は2103件と
なり、2千件を超えました。その内、約３割は軽傷（入
院の必要なし）です。
　救急車の出動要件は消防法により次のように定められ
ています。
①災害により生じた事故
② 屋外又は公衆の出入りする場所において生じた事故
③ 屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若
しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状
を示す疾病で医療機関へ搬送するための適当な手段が
ない場合

　以上のような傷病者のうち、医療機関、その他の場所
へ緊急に搬送する必要があるものとなっています。
　救急車は、けがや急病などで緊急に病院へ搬送しなけ
ればならない傷病者のためのものです。緊急でないのに
救急者を要請すると、一刻を争う傷病者への出動が遅れ
る場合もあります。緊急性がなく自分で病院に行ける場
合は、自家用車又は公共交通機関等を利用してください。
ベッド又は車椅子での搬送が必要で緊急でない場合は、
消防組合認定の民間患者搬送事業者（応急手当適任証を
取得した乗務員が対応）（有料）を利用されることをお
すすめします。
　本当に救急車を必要とする人のために救急車の適
正利用にご協力ください。

【問合せ先】
　中央消防署　救急課
　☎２２‐５２４１
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３月の行事予定　※変更になる場合もあります。

日 月 火 水 木 金 土
２／ 26 ２／ 27 ２／ 28 １ ２ ３ ４

◆社会保険出張
相談（受付9:00～
11:30,13:00～14:30）
多良木町役場

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦町
総合福祉センター

●読書の日

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
◆健康ウォーキン
グ大会

◆母子健康手帳
交付・母親学級
（受付9:20～9:20
役場１階保健室）
～11:00まで

◆椿の会（午後
2:00～3:00）吉田病
院

◆院内断酒会（午
後2:00～3:30）光
生病院

◆あすなろ会（午後
7:00 ～ 8:00）多良
木町保健センター

◆フレンド会（11：00
～）人吉保健所
◆心の健康相談
（受付14:00～事前
予約）人吉保健所

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦町
総合福祉センター

●家庭の日  ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日

12 13 14 15 16 17 18
相良中学校卒業
式

◆3ヶ月児健診・Ｂ
ＣＧ接種（H17.11.6～
12.5生）（受付13:20～
13:30）総合体育館1階
研修室
◆社会保険出張相談
（受付9:00～11:30，13:00
～14:30）多良木町役場

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦
町総合福祉セン
ター　　　　　　
◆院内断酒会（午
後7:00～８:00）吉
田病院

 ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日 ●地域子育ての日

19 20 21 22 23 24 25
◆母子健康手帳
交付・母親学級
（受付9:00～9:20
役場１階保健室）
～11:00まで

春分の日

◆椿の会（午後
2:00～3:00）吉田病
院

◆すこやか育児相
談（乳幼児総合
発達相談）（午前
10:00～）人吉保健
所

◆あすなろ会（午後
7: 00～8 : 00）多良
木町保健センター
◆幼児歯科健診（受
付13:20～13:30）総合
体育館1階研修室
◆南・北小学校卒業式

◆心の健康相談
（受付14:00～事前
予約）人吉保健所

◆断酒友の会（午後
7:00～9:00）錦町総
合福祉センター

  ●総合体育館
　ふるさと館休館日
●地域パトロー
ルの日

●読書の日

26 27 28 29 30 31 4/1

◆断酒教室（午後
１:30～）人吉保健
所

◆6ヶ月児育児学
級（H17.7～8月生）
受付9 : 3 0～9 : 4 5
（11:30終了）

◆すこやか育児相
談（乳幼児総合発
達相談）(午前10:00
～）人吉保健所
◆乳幼児精神発達
相談（役場へ事前
予約）人吉保健所

◆あすなろ会（午後
7: 00～8 : 00）多良
木町保健センター

 ●総合体育館
　ふるさと館休館日

●読書の日

人
吉
下
球
磨
消
防
組
合

出
初
式

「
消
防
メ
モ
リ
ア
ル

フ
ェ
ス
タ
２
０
０
６
」

○
日
時　

平
成
18
年
3
月
5
日

（
日
）　

午
前
9
時
〜
11
時
30
分

○
場
所　

人
吉
市
下
林
町
1
番
地

人
吉
下
球
磨
消
防
組
合

○
内
容

《
第
1
部
》
式
典

《
第
2
部
》
展
示
訓
練

《
第
3
部
》
職
員
意
見
発
表

《
第
4
部
》
表
彰

【
問
合
せ
先
】
人
吉
下
球
磨
消
防

組
合　

消
防
本
部　

企
画
教
養
課

☎
２
２
‐
５
２
４
１

平
成
１７
年
度
自
衛
隊

入
隊
予
定
者
合
同

壮
行
会
の
ご
案
内

○
日
時　

3
月
12
日
（
日
）
午
前

10
時
開
演

○
場
所　

あ
さ
ぎ
り
町
須
恵
文
化

ホ
ー
ル

○
第
2
部
（
11
時
〜
）

第
8
特
科
連
隊（
北
熊
本
駐
屯
地
）

太
鼓
部
に
よ
る
、
太
鼓
演
奏

＊
入
場
無
料
で
す
の
で
、
ど
な
た
で

も
入
場
で
き
ま
す
。
太
鼓
に
興
味
・

関
心
の
あ
る
方
一
度
8
特
太
鼓
の

演
奏
を
聴
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
問
合
せ
先
】
人
吉
募
集
事
務
所

☎
２
２
‐
４
７
０
４
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（１月末現在）　　

世帯数　１,６９９世帯（　２）

男　性　２,６３６人　（△３）

女　性　２,９６７人　（　１）

合　計　５,６０３人　（△２）

（　）内は、先月末との差

香
典
返
し
（
１
月
分
）

（
相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ
）

（
敬
称
略
）

　
（
寄
付
者
）　　
　
（
区
名
）

坂
本　

幹
雄
（
下
四
浦
）

平
川　

洋
子
（
中
四
浦
）

髙
沢　

招
喜
（
松
馬
場
）

西　
　

藤
六
（
上
園
）

溝
口　

正
二
（
中
四
浦
）

宮
原　

キ
ヌ
（
上
園
）

市
岡　

利
道
（
新
村
）

先
田　

秀
美
（
並
木
野
）

橋
口
ト
ヨ
カ
（
新
村
）

相良村の人口と世帯
編
集
後
記

　初心者からインストラクターまでの幅
広い作品が会場いっぱいに並びます。昨
年より素晴らしく見ごたえがあり、この
1年の上達ぶりを見ていただけると思い
ますので、ぜひご観覧ください。

串山しづ子の
押し花グループ
作品展

　

人
吉
球
磨
は
ひ
な
ま
つ
り
一
色
で
、

い
ろ
い
ろ
な
お
雛
様
が
観
光
客
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。

　

人
形
も
人
と
同
じ
で
、
顔
も
そ
れ
ぞ

れ
違
っ
て
よ
ー
く
見
比
べ
て
み
る
と
お

も
し
ろ
い
で
す
が
、「
い
ろ
い
ろ
な
人
が

来
る
な
〜
。」
と
、
お
雛
様
の
目
も
楽

し
ま
せ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
Ｋ
・
Ｔ
）

【展示場所】ふるさと館（茶湯里となり）
【展示期間】３月 １日（水）～
　　　　　 ３月 30日（木）
【休 館 日】３月 6・13・20・27日
【開館時間】午前 10時～午後４時
【観 覧 料】無料
【お問合せ】相良村教育委員会
　 　 　 　☎３５-００９０

　２月１日ＪＲ人吉駅前で「人吉球磨は、ひなまつ
り」のオープニングセレモニーが開かれました。
　ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーンの一環で、
今年も柳瀬の専徳寺、人吉の石野公園、錦町の神城
文化の森「福助館」、九日町・五日町おひな通り、
鍛冶屋町通りがひなめぐりの会場となります。
　３月 31 日までの２ヶ月間、開催されます。

2月・3月は「ひなまつり」
～人吉球磨～

まつりの開幕を祝って出席者全員で風船を飛ばしました。


